
仕様書・見積書・選定理由書の作成(徴取)

参考マニュアル

【手引き】 8. 補助金申請・実績報告等の方法

⑧経費の積算根拠となる書類

⑨生産性向上、新事業展開、人材育成に資する事業となることを示す根拠書類

滋賀県未来投資総合補助金事務局



●仕様書

見積段階の証憑書類（カタログ・セミナー案内等）

購入・発注等を行う物品について、その内容が分かる書類を提出してください。

・費用の仕様(商品名、用途等)が記載されていること。
・作成日が記載されていること。
・事業実施期間が記載されていること、かつ事業期間内であること。

(Webページ等を代用する場合は、その取得日が本年度中であること)

見積もり取得のため、発注内容の仕様をまとめたものが仕様書になります。
作成日、事業名、仕様内容、実施期間、納入物、納入場所、納入期限、問い合わせ先を明記
して、作成してください。

【確認事項】
①作成日が時系列に則っていること
②事業実施期間が令和6年12月31日以内に収まっていること
③依頼元、問い合わせ先が実施主体者となっていること

②

③

①

（例）このフォーム以外でも可



●見積書

１件あたり50万円（税抜）以上の物品、サービスを発注する場合は、２者以上から見積
書を徴取してください。（相見積もりの取得）

【確認事項】
①見積内容や数量や単価など積算根拠が明記されていること
②見積書の宛名が実施主体者であること
③発行日が仕様書作成日以降であること

② ③

①

（例）このフォーム以外でも可



●選定理由書

１件あたり50万円（税抜）以上の物品、サービスを発注する場合で、
２者以上から見積書が徴取できない（見積もり徴取が１者のみ）の場合、選定理由書が必要と
なります。
※選定理由は相見積もり先がなく、「唯一である」と客観的に判断される場合のみ有効です。

【確認事項】
①作成者が実施主体者であること
②発行日が仕様書作成日以降であること
③選定理由の根拠が明記されていること
④選定理由書を作成した場合でも、選定した業者からの見積は必須です。

①

②

③

（例）このフォーム以外でも可


